
　また、経済的な理由などで保険

料を納めることが難しい人は、申

請をして承認されると、保険料の

納付が免除される申請免除制度が

あります。

　保険料について不明な点などは

米子年金事務所（電話 0859-34-

6111）または、役場住民課（電話 

72-0333）にお問合せを。

　年末調整説明会が開かれます。

平成 23 年分の給与所得にかかわ

る年末調整事務では、扶養控除な

どに改正点があり、正しい年末調

整を行うにあたり注意が必要と

なっています。

　当日は税務署から送付されてい

る資料を使いますので、「年末調

整のしかた」「給与所得の源泉徴

収等の法定調書の作成と提出の手

引」などを持参ください。

日時　11 月 14 日（月）午後 1時

30 分～午後 3時 30 分

場所　山村開発センター大集会室

講師　中国税理士会米子支部

問合せ　日野町商工会（電話 72-

0249）

　町観光協会では、人の訪れるま

ちづくりを目指し、町内の観光看

板の見直しを進めています。

　見直しの参考にするため、広く

意見を募集しています。ふるって

応募ください。

応募締切　11 月 30 日（水）

提出・問合せ先　町観光協会事務

局（役場企画政策課内）　担当

加藤杏奈（電話 72-0332）

■発行・編集　日野町役場　企画政策課
■電話 (0859)72-0332　■ＦＡＸ (0859)72-1484
■ホームページ    http://www.town.hino.tottori.jp/
■電子メール　info@town.hino.tottori.jp
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～キラリと光るまち　ひのちょう～

　子宮がん・乳がん検診補足検診

を行います。

　補足検診は予約が必要です。今

年度、まだ受診していない人は町

健康福祉センターに申込んでくだ

さい。

　検診当日は、受診票、健康手帳

を持参してください。

期日　11 月 13 日（日）

場所　山村開発センター

受付時間　午後 1 時 30 分～午後

2時 30 分

申込み　受診を希望する人は、11

月 9日（水）までに、町健康福祉

センターに申し込んでください。

問合せ　町健康福祉センター　担

当　頭本敏仁（電話 72-1852）

　国民年金保険料は所得税および

住民税の申告において、全額が社

会保険料控除の対象になります。

　平成 23 年 1 月 1 日から 9月 30

日までの間に国民年金保険料を納

めた人は、「社会保険料（国民年

金保険料）控除証明書」が 11 月

上旬に日本年金機構から送付され

ます。年末調整や確定申告の際に

は、必ずこの証明書を添付してく

ださい。

　なお、平成 23 年 1 月 1 日から

9 月 30 日までの間に国民年金保

険料の納付がなく、10 月 1 日か

ら 12 月 31 日までの間に初めて国

民年金保険料を納めた人は、平成

24 年 1 月下旬に送付されます。

問合せ　日本年金機構米子年金事

務所（米子市西福原 2-1-34、電

話 0859-34-6111）

　老齢（退職）年金でその年に支

払いを受ける年金額が一定額以上

の場合は、各支払月に支払われる

額から所得税があらかじめ差し引

かれます。

　そのため、配偶者控除や扶養控

除など各種控除を受けるために

は、毎年「公的年金等の受給者の

扶養親族等申告書」（はがき）の

提出が必要です。申告書は、日本

年金機構から 11 月上旬に対象者

へ送付されます。

　この申告書を提出しなかった場

合は各種控除が受けられず、提出

した場合に比べ、源泉徴収税額が

多くなることがあります。期限ま

でに提出してください。

【申告書が送付される方】

▶ 65 歳未満の方：年額 108 万円

以上

▶ 65 歳以上の方：年額 158 万円

以上

問合せ　日本年金機構米子年金事

務所（電話 0859-34-6111）

　国民年金保険料の納め忘れはあ

りませんか。

　平成 23 年度の国民年金保険料

額は、月々 15,020 円です。

　まだ納付していない人は、忘れ

ずに、各金融機関またはコンビニ

エンスストアなどで納付してくだ

さい。

子宮がん・乳がん検診
補足日受診予約のお知らせ

国民年金保険料を
納めましょう

年末調整説明会にご参加を
（参加無料）

「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」が発行
されます

年金受給者の皆さんへ
平成 24 年分「扶養親族等
申告書」は期限までに提出
しましょう

観光案内版について意見を
募集しています

第８回

日野郡 新そばまつり
日時 場所11 月 13 日（日） 日野総合事務所

駐車場

【問合せ】　役場産業振興課（電話７２－２１０１）

　日野郡内のそば店が、新そばを使ったそばを販

売するほか、ホットドック早食い競争などの催し

も行われます。

　年に１回の郡内そば店の競演です。お誘い合わ

せてお出かけください。

10：00 ～ 15：00



　中国 5県縦断司法書士無料法律

相談会が開かれます。予約は必要

ありませんので、気軽に相談くだ

さい。

日時　11 月 20 日（日）午前 10 時

～午後 5時

場所　山村開発センター

相談内容　①相続、遺言、遺産分

割②成年後見③夫婦、親子関係④

近隣関係⑤悪質商法被害⑥交通事

故⑦不動産登記⑧会社、法人登記

⑨裁判、少額訴訟⑩クレジット、

サラ金など借金の悩み⑪その他司

法書士が相談を受けることができ

る法律問題全般

▶電話相談も受け付けます（電話

0120-717-666）※相談会当日のみ

つながります。

問合せ　日本司法書士会連合会中

国ブロック会事務局（電話 082-

221-5345、午前 9時～午後 5時）

　11 月 14 日は、世界糖尿病デー

です。全世界で増え続ける糖尿病

およびその予備群を抑制するた

め、世界各地で啓発活動が行われ

ます。

　糖尿病やその予備群は年々増加

しており、近年では成人の 4人に

1人、40 歳以上においては 3人に

1 人が該当する結果になっていま

す。

　糖尿病の初期段階では、自覚症

状がほとんどありません。血糖値

が高いと言われても症状が現われ

ないから大丈夫だと思い放置して

しまうと、糖尿病は確実に進行し

てしまいます。

　血糖値が高い状態が続くと血管

を傷めて、網膜症や腎症、神経障

害など全身にさまざまな合併症を

引き起こします。また、動脈硬化

の発症を促進します。症状に応じ

て、食事療法、運動療法、薬物療

法を組み合わせて行い、定期的に

受診しながら正しく血糖値をコン

トロールすることが大切です。

問合せ　町健康福祉センター（電

話 72-1852）

司法書士会無料法律相談が
開かれます

　平成 23 年 10 月 29 日から、鳥

取県最低賃金が 1時間 646 円に改

正されました。

　鳥取県最低賃金は、業種や規模

および常用、臨時、アルバイト、

パートタイマーなどの雇用形態に

かかわらず、県内事業所で働くす

べての労働者とその使用者に適用

されます。

問合せ　鳥取労働局労働基準部賃

金室（電話 0857-29-1705）または、

米子労働基準監督署（電話 0859-

34-2231）

　林業の仕事をしていたことがあ

りませんか。林業退職金共済制度

に加入していたが、退職金を受け

取っていない人を探しています。

自分が制度に加入していたか分か

らない人についても調べますので

お問い合わせください。

　また、被災された共済契約者お

よび被共済者に対し、共済手帳の

紛失、退職金の請求など各種手続

きの必要が生じた場合は、速やか

に対応しますので、相談ください。

問合せ　鳥取県林業担い手育成財

団（電話 0857-28-0121）

鳥取県最低賃金が
改正されました

11月 14 日は
全世界で世界糖尿病デー

林業退職金共済制度（林退共）
からのお知らせ

～ 家 畜 伝 染 病 予 防 法  改 正 ～

すべての家畜の管理に関する報告が
義務化されました
　近年の口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえ、

「家畜伝染病予防法」が 4 月に改正され、10 月から家畜の管理状況

の報告が義務づけられました。

【目的】

　家畜の管理状況を把握することにより、家畜伝染病の発生予防、早

めの通報、迅速な初動対応などの体制を強化します。

【対象】

　牛・豚・鶏など、すべての家畜が対象で、学校や公園で飼育してい

る家畜、庭でペットとして飼っている家畜も対象です。

※対象家畜

　牛、水牛、鹿、ヒツジ、ヤギ、馬、豚（ミニブタ、イノブタ）、イ

ノシシ、鶏（ウコッケイ、チャボなど）、ウズラ、アヒル（アイガモ）、

キジ、ダチョウ、ホロホロチョウ、シチメンチョウ

【12 月 15 日までに報告を】

　10 月 1 日時点での管理状況を 12 月 15 日までに最寄りの家畜保健

衛生所へ報告してください。平成 24 年からは、4 月 15 日までに 2 月

1日時点の状況報告が必要です。

※牛・馬 1頭、鹿・ヒツジ・豚など 6頭未満、鶏 100 羽未満などの「少

　数所有者」は、今回報告すれば来年の報告は不要です。（平成 25 年

　以降は、毎年の報告が必要です）

【報告事項】

●家畜の所有者（管理者）の住所、氏名

●家畜を飼育している住所、施設名称

●家畜の種類、頭（羽）数

※「少数所有者」以外の所有者は、飼養衛生管理基準の順守状況の報

　告も必要です。

※届け出を怠ると、10 万円以下の過料を徴収されます。

【問合せ】・鳥取県西部家畜保健衛生所

　　　　　 （西伯郡伯耆町金屋谷 1540-17、電話 0859-62-0140）

　　　　・役場産業振興課（電話 72-2101）


